--------------------------
規則
--------------------------
高知県立甫喜ヶ峰森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年３月31日
高知県知事　尾﨑　正直
高知県規則第54号
高知県立甫喜ヶ峰森林公園の設置及び管理に関する条例
施行規則の一部を改正する規則
高知県立甫喜ヶ峰森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則（平成17年高知県規則第93号）の一部を次のように改正する。
第１条中「その他」を「に関し」に改める。
第２条第１項中「規定による」及び「別に」を削り、同条第２項中「別記第１号様式」を「知事に対して、別記第１号様式」に改め、「知事に」を削る。
第３条第１項中「別に」を削る。
第４条第１項中「規定による」を削り、「指定管理者が別に」を「指定管理者に対して、指定管理者が」に改め、「指定管理者に」を削り、同条第２項中「知事に」を「知事に対して」に改める。
第５条第１項中「別に」を削る。
第６条の見出し中「承認」を「承認の申請」に改め、同条第１項中「別記第５号様式」を「知事に対して、別記第５号様式」に改め、「知事に」を削り、同条第２項中「受けた」を「得た」に、「別記第６号様式」を「知事に対して、別記第６号様式」に改め、「知事に」を削る。
第７条第１項中「次に掲げるとおり」を「次の各号のいずれかに該当するとき」に改め、同項第２号中「適当であると」を「適当であると知事が」に改め、同条第２項中「別記第７号様式」を「知事に対して、別記第７号様式」に改め、「知事に」を削り、同条第３項中「使用料減額（免除）承認通知書により」を「使用料減額（免除）承認通知書を当該申請をした者に交付し」に改め、「、それぞれ」を削る。
第８条第１項中「次に掲げるとおり」を「次の各号のいずれかに該当するとき」に改め、同項第２号中「適当であると」を「適当であると知事が」に改め、同条第２項中「別記第９号様式」を「知事に対して、別記第９号様式」に改め、「知事に」を削り、同条第３項中「使用料還付決定通知書により」を「使用料還付決定通知書を当該請求をした者に交付し」に改め、「、それぞれ」を削る。
第９条第２項第１号中「に規定する」を「に掲げる」に改め、同項第２号中「、寄附行為」を削り、同項第３号中「団体にあっては」を「団体にあっては当該団体の」に改める。
第10条中「知事が」を「知事が別に」に改め、「、別に」を削る。
別記第７号様式から別記第10号様式までの規定中「において」を「において読み替えて」に改める。
別記第11号様式を次のように改める。

第11号様式（第９条関係）
年　　月　　日
高知県知事　様
指定管理者指定申請書
高知県立甫喜ヶ峰森林公園の指定管理者の指定を受けたいので、高知県立甫喜ヶ峰森林公園の設置及び管理に関する条例第19条の規定により関係書類を添えて次のとおり申請します。
	申請者
	フリガナ
	

	
	名称
	

	
	代表者の職・氏名
	職名
	
	フリガナ
	

	
	
	
	
	氏名
	㊞

	
	主たる事務所の所在地
	（郵便番号　　　－　　　　）


	
	
	電話番号
	
	ファクシミリ番号
	

	
	高知県内の主たる事務所等の所在地
	（郵便番号　　　－　　　　）


	
	
	電話番号
	
	ファクシミリ番号
	


関係書類

(１)　高知県立甫喜ヶ峰森林公園の設置及び管理に関する条例第19条第１号の事業計画書

(２)　高知県立甫喜ヶ峰森林公園の設置及び管理に関する条例第18条各号に掲げる業務に係る収支予算書

(３)　定款、規約その他これらに類する書類

(４)　法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては当該団体の代表者の住民票の写し

(５)　申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類

(６)　(１)から(５)までの書類のほか、知事が必要があると認める書類
附　則
この規則は、平成26年４月１日から施行する。
規　則
◎高知県立甫喜ヶ峰森林公園の設置及び管理に関する条
例施行規則の一部を改正する規則
